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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 43(オ)1275 原審裁判所名 東京高等裁判所 

事件名 工作物撤去等請求 原審事件番号 昭和 43(ネ)51 

裁判年月日 昭和 44 年 11 月 13 日 原審裁判年月日 昭和 43 年 9 月 20 日 

法廷名 最高裁判所第一小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 集民 第 97 号 259 頁   

 

判示事項 一、民法二一三条二項が適用される場合であるとして他の土地につき囲繞地通

行権が認められないとされた事例 

二、公道に面する一筆の土地の所有者がその土地のうち公道に面しない部分を

他に賃貸し残余地を自ら使用している場合と民法二一〇条一項の適用 

裁判要旨 一、（省略） 

二、公道に面する一筆の土地の所有者が、その土地のうち公道に面しない部分

を他に賃貸し、その残余地を自ら使用している場合には、所有者と賃借人との

間において通行に関する別段の特約をしていなかつたときでも、所有者は賃借

人に対し賃貸借契約に基づく賃貸義務の一内容として、右残余地を当該賃貸借

契約の目的に応じて通行させる義務があり、したがつて、その賃借地につき民

法二一〇条一項は適用されない。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人らの負担とする。 

理    由 

上告代理人世良田進、同石黒竹男の上告理由第一の(一)(二)について。 

埼玉県所沢市大字ａ字ｂｃ番のｄの土地（以下甲地という。）と同番のｅの土地（以下乙地

という。）は、現在訴外Ｄバス株式会社所有の土地であるが、他人の所有する土地に囲繞され

て公路に接しない土地であること、甲地、乙地はいずれも、訴外Ｅの所有にかかる公道に通ず

る同所ｃ番のｆの土地から分割されたものであること、すなわち、訴外Ｅは、昭和三三年秋頃

右訴外会社に甲地、乙地を売却するにあたつて、ｃ番のｆの土地からまず甲地と同番のｇの土

地とを分筆し、さらに同番のｇから乙地を分筆して、それぞれ訴外会社に売却したものである

こと、以上の事実は原審の確定するところである。 

右の事実関係のもとでは、甲地、乙地は、いずれも、土地の所有者がその土地の一部を譲渡

して公路に通じない土地を生じさせた場合にあたるから、民法二一三条二項の適用により、訴

外会社は、右分筆買受前一筆であつた残余の士地についてのみ囲繞地通行権を有するにすぎ

ず、したがつて、また上告人Ａ１株式会社は、かりに訴外会社から甲地、乙地を借り受け使用

していたとしても、右残余の土地について囲繞地通行権を主張するのならばともかく、これと

異なる一審判決添付別紙目録記載の(一)、同(二)、同(三)の各土地について囲繞地通行権を認

める余地はなく、同上告人の請求を排斥した原審の判断は、正当として是認することができ

る。所論は、甲地、乙地が訴外会社に売却される以前に、すでに分筆されていたというが、一
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筆の土地が分筆されても、同一人の所有に属する間は袋地を生ずるわけではなく、分筆された

一部が他の所有者に帰属するなどして、囲繞地の所有者と異なることによつてはじめて袋地

となるのであるから、かりに、所論の経緯があつたとしても、原判決の右判断に違法はなく、

論旨は採用しえない。 

同第一の(三)について。 

原審は、右(一)(二)(三)の各土地の当時の所有者であつたＦが、上告人会社に対し普通乗用自

動車で右各土地を通行することを承諾したとは認められないというのである。それゆえ、かり

に右各土地を上告人会社以外の者が通行に使用していたとしても、それを理由に上告人会社

がこれを当然に通行に使用し得る事由とはならないこというまでもなく、したがつて、右各土

地について囲繞地通行権を否定した原判決に所論の違法はなく、論旨は採用しえない。 

同第二について。 

一審判決添付別紙図面表示のＭ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｍの各点を順次直線で結んだ線内の

土地（以下丙地という。）、同図面表示のＥ、ト、ハ、ロ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｅの各点を順次直線で

結んだ線内の土地（以下丁地という。）がいずれも、現にＦの所有にかかる埼玉県所沢市大字

ａ字ｂｃ番のｈの土地の一部分であること、右ｃ番のｈは公道に面する土地であること、上告

人Ａ２は、公道に面しない土地である丙地、丁地を右Ｆから賃借していること、以上は原審の

確定する事実である。ところで、公道に面する一筆の土地の所有者が、その土地のうち公道に

面しない部分を他に賃貸し、その残余地を自ら使用している場合には、所有者と賃借人との間

において通行に関する別段の特約をしていなかつたときでも、所有者は、賃借人に対し賃貸借

契約に基づく賃貸義務の一内容として、右残余地を当該賃貸借契約の目的に応じて通行させ

る義務があり、したがつて、その賃借地は袋地とはいえない。それゆえ、丙地、丁地は袋地と

はいえないから、上告人Ａ２が、被上告人の所有する前記(一)(二)の各土地につき囲繞地通行

権を有しないものといわなければならず、これと同趣旨の原審の判断は正当である。また、上

告人Ａ２とＦとの間で、右(一)(二)の各土地につき黙示的にその通行を認める合意がなされて

いたとしても、右合意は、第三者である被上告人に対抗しえないとの原審の判断も正当として

是認することができる。したがつて、原判決には所論の違法は認められず、論旨は採用しえな

い。 

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。 

（裁判長裁判官 松田二郎 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 岩田誠 裁判

官 大隅健一郎） 

 

 

※参考：判例時報 582 号 65 頁、不動産取引の紛争と裁判例〈増補版〉RETIO406 頁 

 

 


